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第４次国見町行財政改革実施計画【前期】 

平成 20 年度推進状況の概要 

 

Ⅰ 国見町行財政改革実施計画の進行管理 

 

  「第４次次国見町行財政改革実施計画【前期】」に基づき、その推進状況について報告し

ます。なお、実施計画は平成 18 年 2 月に策定され、平成 18 年度からの計画期間であるた

め、今回は計画期間３年目分の報告となります。 

 

 

Ⅱ 実施計画の重点項目（推進項目）別の評価状況 

 

 重点項目１：効果的かつ効率的な行政運営の確立 

推進項目 

実施項目 

計 Ａ評価 

項目数／率 

Ｂ評価 

項目数／率 

Ｃ評価 

項目数／率 

Ｄ評価 

項目数／率 

-(1) 事務事業の見直し 
  3 項目 

17.6% 

4 項目 

23.5% 

8 項目 

47.1% 

2 項目 

11.8% 

17 項目 

100.0% 

-(2) 組織機構の見直し 
0 項目 

0.0% 

4 項目 

80.0% 

1 項目 

20.0% 

0 項目 

0.0% 

5 項目 

100.0% 

-(3) 人事管理の見直し 
0 項目 

0.0% 

7 項目 

70.0% 

2 項目 

20.0% 

1 項目 

10.0% 

10 項目 

100.0% 

-(4) 町民サービスの向上 
1 項目 

12.5% 

5 項目 

62.5% 

2 項目 

25.0% 

0 項目 

0.0% 

8 項目 

100.0% 

計 
4 項目 

10.0% 

20 項目 

50.0% 

13 項目 

32.5% 

3 項目 

7.5% 

40 項目 

100.0% 

 

 重点項目２：健全な財政運営の確立 

推進項目 

実施項目 

計 Ａ評価 

項目数／率 

Ｂ評価 

項目数／率 

Ｃ評価 

項目数／率 

Ｄ評価 

項目数／率 

-(1) 経費の節減と合理化 
0 項目 

0.0% 

3 項目 

60.0% 

2 項目 

40.0% 

0 項目 

0.0% 

5 項目 

100.0% 

-(2) 自主財源の確保 
0 項目 

0.0% 

1 項目 

20.0% 

2 項目 

40.0% 

2 項目 

40.0% 

5 項目 

100.0% 

-(3) 財政運営の効率化 
0 項目 

0.0% 

3 項目 

100.0% 

0 項目 

0.0% 

0 項目 

0.0% 

3 項目 

100.0% 

-(4) 公共工事のコスト削減 
0 項目 

0.0% 

2 項目 

100.0% 

0 項目 

0.0% 

0 項目 

0.0% 

2 項目 

100.0% 

計 
0 項目 

0.0% 

9 項目 

60.0% 

4 項目 

26.7% 

2 項目 

13.3% 

15 項目 

100.0% 
 

  

 

 

 

 

 重点項目３：開かれた行政と協働のまちづくり 

推進項目 

実施項目 

計 Ａ評価 

項目数／率 

Ｂ評価 

項目数／率 

Ｃ評価 

項目数／率 

Ｄ評価 

項目数／率 

-(1) 情報の公開と共有化の

推進 

0 項目 

0.0% 

5 項目 

100.0% 

0 項目 

0.0% 

0 項目 

0.0% 

5 項目 

100.0% 

-(2) 町民参加システムの確

立 

1 項目 

11.1% 

4 項目 

44.5% 

3 項目 

33.3% 

1 項目 

11.1% 

9 項目 

100.0% 

計 
1 項目 

7.1% 

9 項目 

64.3% 

3 項目 

21.5% 

1 項目 

7.1% 

14 項目 

100.0% 

 

 ※全体（69 実施項目）の評価状況 

実施項目 

計 Ａ評価 

項目数／率 

Ｂ評価 

項目数／率 

Ｃ評価 

項目数／率 

Ｄ評価 

項目数／率 

5 項目 

7.2% 

38 項目 

55.1% 

20 項目 

29.0% 

6 項目 

8.7% 

69 項目 

100.0% 

 

※前年度の評価状況 

実施項目 

計 Ａ評価 

項目数／率 

Ｂ評価 

項目数／率 

Ｃ評価 

項目数／率 

Ｄ評価 

項目数／率 

1 項目 

1.5% 

34 項目 

49.3% 

30 項目 

43.5% 

4 項目 

5.7% 

69 項目 

100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価レベル＞ 

『Ａ』…平成 20 年度実行計画以上の進捗 

『Ｂ』…平成 20 年度実行計画通りの進捗 

『Ｃ』…平成 20 年度実行計画未満の進捗 

『Ｄ』…平成 20 年度実行計画が未実施 
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重点項目 推進項目 実施項目 評価 ﾍﾟｰｼﾞ  重点項目 推進項目 実施項目 評価 ﾍﾟｰｼﾞ 

１  効果的かつ

効率的な行政運

営の確立 

(1) 事務事業の見直し  1 行政評価システムの導入 Ａ P 3  ２ 健全な財政運

営の確立 

(1) 経費の節減と合理

化 

 1 特別会計操出金の適正化 Ｂ P13 

 2 事務事業の民間委託 Ｃ P 3   2 地方公営企業の経営健全化 Ｂ P13 

 3 業務委託の見直し Ｃ P 3   3 補助金等の見直し Ｂ P14 

 4 指定管理者制度の検討 Ｃ P 3   4 事務経費の更なる節減 Ｃ P14 

 5 環境に配慮した業務の推進 Ｂ P 4   5 文書発送の電子化 Ｃ P14 

 6 庁内 LAN の有効活用の推進 Ａ P 4  (2) 自主財源の確保  1 町税等の徴収率の向上 Ｂ P15 

 7 文書管理システムの活用 Ｃ P 4   2 受益者負担の適正化 Ｄ P15 

 8 電算システムの適正化 Ａ P 4   3 町有財産の効率的活用 Ｃ P15 

 9 統合型地図情報(GIS)システムの検討 Ｂ P 5   4 公の施設の管理経費の縮減 Ｄ P15 

10 例規の電子化の推進 Ｃ P 5   5 企業広告の導入 Ｃ P16 

11 事務処理マニュアルの作成 Ｃ P 6  (3) 財政運営の効率化  1 財政計画の策定 Ｂ P16 

12 事務事業の整理合理化 Ｃ P 6   2 予算編成手法の見直し Ｂ P16 

13 広報紙の検討 Ｂ P 6   3 効果的な財源配分 Ｂ P16 

14 敬老会事業の見直し Ｄ P 7  (4) 公共工事のコスト

削減 

 1 コスト縮減対策の推進 Ｂ P17 

15 敬老祝金支給事業の見直し Ｄ P 7   2 入札及び契約の透明性確保 Ｂ P17 

16 小学校の統廃合の検討 Ｂ P 8  ３ 開かれた行政

と協働のまちづ

くり 

(1) 情報の公開と共有

化の推進 

 1 情報の積極的な公開 Ｂ P17 

17 子育て支援事業の見直し Ｃ P 8   2 町ホームページの充実 Ｂ P17 

(2) 組織機構の見直し  1 組織の再編と体制づくり Ｂ P 8   3 情報公開コーナーの設置 Ｂ P18 

 2 危機管理体制の確立 Ｂ P 9   4 町長交際費の公開 Ｂ P18 

 3 職員応援体制の整備 Ｂ P 9   5 出前講座の開催 Ｂ P18 

 4 プロジェクトチームの対応 Ｂ P 9  (2) 町民参加システム

の確立 

 1 協働のまちづくり推進基本計画の策定 Ｄ P18 

 5 各種団体の見直し Ｃ P 9   2 協働推進体制の確立 Ｂ P18 

(3) 人事管理の見直し  1 定員管理の適正化 Ｂ P 9   3 パブリックコメント制度の導入 Ｃ P18 

 2 職員給与の適正化 Ｂ P 9   4 各種審議会等の見直し Ｃ P19 

 3 特殊勤務手当の見直し Ｂ P 9   5 町民と町長のまちづくりトークの開催 Ｂ P19 

 4 時間外勤務手当の縮減 Ｂ P10   6 町民アンケートシステムの構築 Ａ P19 

 5 給与等状況の公表 Ｂ P10   7 町内会等自主活動の活性化 Ｂ P19 

 6 職員の能力及び資質の向上 Ｂ P10   8 住民自治組織による地域づくり Ｃ P20 

 7 職員学習会等の開催 Ｃ P10   9 自主防災組織の設置 Ｂ P20 

 8 職員提案制度の導入 Ｂ P10       

 9 職員の町内会担当制 Ｃ P10  

10 人事評価制度の検討 Ｄ P10   

(4) 町民サービスの向

上 

 1 庁舎における町民サービス環境の整備 Ｃ P11  

 2 各種手続きの簡素化 Ｂ P11  

 3 総合窓口の設置 Ｂ P11  

 4 自動交付機の普及促進 Ｃ P11  

 5 窓口利用機会の拡大の検討 Ａ P11  

 6 町民満足度の向上 Ｂ P12  

 7 電子申請・届出の推進 Ｂ P12  

 8 公共施設予約システムの導入 Ｂ P12  
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№／実施項目 

＜所管課＞ 

計画(PLAN) 実行(DO) 評価(ＳＥＥ) 

行動計画／①現状②問題点③取組方針 行動状況／【効果(額)】 検証／『評価』／評価の理由 

１-(1)- 1  

行政評価システムの導入 

＜総務課＞ 

① 企画段階は平成１８年度に対応であったが、担当職員の育成以

外の取り組みしかできていない。 

② 導入に対して現在の町振興計画に位置付けている政策体系、予

算との整合性を図る必要がある。 

③ さまざまな手法があるので、町の実情にあった手法による導入

を目指して検討していく。また政策評価について、総合計画の

見直しに併せた導入の方法を検討する。 

・行政評価には、様々な手法があるため、国見町の

実情にあった手法を検討した。その結果、事務事

業評価を導入することとし、全職員を対象に階層

別に研修を実施した。その後、一人 1 事業を評価

することをすすめ、係単位による点検指導会、重

要事項に対しては 2 次評価会議を実施した。 

・各階層別に実施した研修により、事務事業評価に

ついての理解を進めた。 

 

・2 次評価会議の結果、予算に反映す

る事業があった。評価するタイミン

グが遅かったのが課題となった。 

『Ａ』 

・検討だけなく、実施に踏み込むこと

が出来た。 

１-(1)- 2  

事務事業の民間委託 

＜総務課＞ 

① 民間委託可能な事務事業の洗い出しや現状の調査ができていな

い。（判断基準となる調査要領の案までは作成済。） 

② 調査要領(案)が作成されただけで、調査する内容が決まってい

ない。また、現行の委託事業の見直しと新たな委託事業の洗い

出しが必要となっている。 

③ 調査要領(案)を作成するとともに、可能なものから民間委託に

取り組んでいく。 

・調査要領(案)を作成するとともに、可能なものから

取り組む予定であったが、事務事業評価を実施す

る時期と重なったため、個別の調査は見送った。 

 

 

 

 

・個別に事務事業評価の手法を活用す

ることで推進を図っていく。 

『Ｃ』 

・当初予定した個別の検討ができなか

った。 

１-(1)- 3  

業務委託の見直し 

＜総務課＞ 

① 委託業務の精査は行われていない。 

② 再点検を実施する際の基準となる要領の案を作成したが、実施

までには至っていない。 

③ 調査要領を作成し、見直しできる業務がないか調査を行い、予

算に反映する。 

・一覧表を基に各担当者に再点検を実施する際の基

準となる調査要領(案)を検討したが、事務事業評価

を実施する時期と重なったため、個別の調査は見

送った。 

・個別に事務事業評価の手法を活用す

ることで推進を図っていく。 

『Ｃ』 

・当初予定した個別の検討ができなか

った。 

１-(1)- 4  

指定管理者制度の検討 

＜総務課＞ 

① 国見町デイサービスセンター設置条例に基づき、「国見町社会福

祉協議会」を指定管理者として、デイサービスセンターの管理

運営を委託しているのみである。 

② 一般的には、スポーツ関連施設（プール、体育館、球場、テニ

スコート等）、文化施設関連施設（図書館、博物館、美術館、ホ

ール等）、公立病院、福祉関連施設（高齢者施設、保育所、福祉

作業所等）ほか多数が考えられ、管理運営経費の削減等を目的

にこの制度の導入がなされている。条例に基づき、議会の議決

をもって指定管理者を選定することとなるが、指定管理者が利

益を追求する民間事業者ということもあり、手抜きの管理運営

とならないよう一定の監視・監査制度も必要となる。実際の管

理・運営には、条例や規則等の制約により、本来の目的である

民間の実力が十分に発揮できないことも尐なくなく、受託可能

者がかなり絞られてくる。 

③ 指定管理者制度適用施設の運営状況を把握しながら、新たに適

用できる施設及び受託可能団体の調査を継続する。 

 

・指定管理者制度適用施設の運営状況調査、新たな

指定管理者制度適用施設の検討、受託可能団体の

調査、指定管理者制度適用に対する一定の方向付

けについては、事務事業の評価導入による施設管

理の状況を評価した上で、町民起点の立場から再

検討すべきものとして、個別の調査は見送った。 

 

 

 

 

 

・個別に事務事業評価の手法を活用す

ることで推進を図っていく。 

『Ｃ』 

・当初予定した個別の検討ができなか

った。 
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１-(1)- 5  

環境に配慮した業務の推進 

＜住民生活課＞ 

① グリ－ン製品はエコマーク再利用・リサイクル推奨製品であり、

環境に配慮するため引き続き購入・利用の推進を図っている。 

② 特になし 

③ 国見町地球温暖化対策実行計画に基き、環境に配慮したグリー

ン製品購入の推進に努め、環境に配慮した業務の推進を図る。 

 

・再生紙製品等の率先購入した。 

・庁舎内用紙は総務課一括購入で全て再生紙（５０％

の古紙）を使用した。 

 

 

・環境に配慮したグリーン製品の購入

により環境業務推進ができた。 

『Ｂ』 

・環境に配慮したグリーン製品の購入

をしている。 

１-(1)- 6  

庁内 LAN の有効活用の推進 

＜企画情報課＞ 

① 庁内 LAN の機能を活用し、事務の効率化と情報の共有化を図

るとともに、会議室や公用車の予約システムの導入など、継続

して利用されている。 

② 構築から５年を経ており、機器の老朽化やセキュリティの性能

低下が否めず、限られた財源の中での対策が課題である。 

③ 機器の修理や更新等を適切に実施する。 

・庁内 LAN 配線については、光回線からﾒﾀﾙ回線へ

引き直しを行い、維持管理を行いやすくした。通

信速度についても、今までのﾚﾍﾞﾙを落とさぬよう

1000 Mbps に対応できる仕様とした。 

 

 

 

 

・経費を投入せず配線の引き直しを行

った。 

『Ａ』 

・経費を投入せず配線の引き直しを行

った。 

 

１-(1)- 7  

文書管理システムの活用 

＜総務課＞ 

① 文書管理システムの機能を十分利用しているとはいえない状況

である。 

② 文書管理システムの利用の周知が十分とはいえない。 

③ 文書管理システムの利活用について、段階的に周知を図ってい

く。 

・文書管理システムの更新について検討が必要とな

り、本来の文書管理の在り方について、調査を行

い、当町において、どのようなシステムがふさわ

しいかの方向性を見つけることができた。 

 

 

『Ｃ』 

・担当者レベルでの検討で終わってし

まった。 

 

 

１-(1)- 8  

電算システムの適正化 

＜企画情報課＞ 

① 地域イントラネット事業は平成１４年１１月に供用されてから

５年が経過し、６年目を迎えようとしている。これにより業務

もネットワーク化されたことにより、グループウェア、財務会

計、文書管理、庶務事務等が稼動しており、また、インターネ

ットへの接続、メール等が利用されている。現在、ネットワー

ク関連のダウンは業務が停止することを意味し、安定稼動が必

須条件となっている。機材の中でも、外国製品を中心にサポー

トが切れたものもある。 

② 構築から５年を経て機器の老朽化やセキュリティの性能低下な

ど、限られた財源での構築が課題である。 

③ 機器の老朽化やセキュリティの性能低下に伴い、現在 3F サー

バ室で使用中の外部向けサーバ（WWW・DNS・mail ｻｰﾊﾞ）に

ついて新たな機器の購入および外部への委託（ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ）につ

いて今後検討していきたい。 

・ｾｷｭﾘﾃｨ向上のため、現在 3 階ｻｰﾊﾞ室で使用中の外

部向けｻｰﾊﾞ(WWW ｻｰﾊﾞ・mail ｻｰﾊﾞ・議事録検索

ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ)について INF へ委託(ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ)を行っ

た。 

また、機器の老朽化や性能低下に伴い、危険度の

高い機器(L3 ｽｲｯﾁ・ﾌｧｲｱｰｵｰﾙ等)の更新を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎内のｾｷｭﾘﾃｨが向上した。経費をה

投入せず機器更新を行った。 

『Ａ』 

・庁舎内のｾｷｭﾘﾃｨが向上し、経費を投

入せず機器更新を行った。 



 

 5 

１-(1)- 9  

統合型地図情報(GIS)システ

ムの検討 

＜企画情報課＞ 

① 先進自治体で導入されている統合型地図情報(GIS)ｼｽﾃﾑと比較

にはならないが、国土調査の成果を電子情報化した管理ｼｽﾃﾑ

(KJK)において、庁内各部署及び庁外者（業者、町民等）が各

種公共事業及び登記事務、税関連業務などで多目的に利用して

いる。 

② 導入事例の資料等を見れば、導入効果があるのは確かなことで

はあるが、膨大なコストが掛かることが当然予想されるため、

費用対効果及び緊急性、必要性について検証していかなければ

ならない。 

③ これまで先進自治体の事例を調査してきて、導入効果があるこ

とは確かであるが、当町で管理しているシステムについては言

えば、現在の利用状況から見ても利用者のニーズに対応すべく

充分な機能が備わっており、膨大な費用を掛けてまで、その利

便性を追求する必要があるかは疑問である。特に緊急性を要し

ないのであれば、喫緊の導入は見合わせるのことも１つの結論

としてあげられる。先に述べたように現行システムで充分に対

応可能であり、近隣市町との連絡調整も併せて調査・検討して

いきたい。 

・近隣市町の導入状況及び未導入の際の導入意向に

ついて調査した。 

・現行システム（※１）の利活用状況について調査

した。 

・先進自治体の導入経費について調査実施した。 

 
（※１）現行システムとは土地情報総合システム(K-100)

のことであり、統合型地図情報(GIS)システムの基

盤ともなるべき地籍情報を管理するシステムのこ

とである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近隣自治体の導入意向について確認

できた。 

・先進自治体の導入経費について確認

できた。 

・現行システムの利用状況について

は、どのような部署及び業務におい

て利活用されているか把握してい

るところであるが、関係部署での成

果の充足度については、調査するに

至らなかった。しかしながら、これ

までにおいてその利用について、各

部署から特段の要望も無いことか

ら、現行システムで充分な対応がな

されていると判断される。 

『Ｂ』 

１-(1)-10  

例規の電子化の推進 

＜総務課＞ 

① 例規の電子化は実施されているが、未整備のため登載されてい

ない規則等がある。例規集の簿冊の廃止に向け検討を行ってい

る。 

② 例規集の簿冊をどこまで削減できるか検討する必要がある。 

③ 未登載の規則等を調査し、関係課等へ整備の促進を図る。・例規

集の簿冊の廃止に向け引き続き調査検討を行う。 

・未登載の例規集を調査するための、資料作成まで

で終わった。 

・電子化については、引き続き先進地の情報を多く

取り入れることができた。 

 

 

 

『Ｃ』 

・簿冊の削減については、ある一定の

方向性を見出したが、結論は出せな

かった。 

・電子化については、全職員が容易に

利用できる環境を整備することが

できなかった。 

 

１-(1)-11  

事務処理マニュアルの作成 

＜総務課＞ 

① 事務処理マニュアルの範囲が広く、操作説明から理念を示すも

のまであり、内容により作成基準が異なるため、マニュアルの

作成には至っていない。 

② 統一した事務処理手順がない。事務改善などの事務処理の創意

工夫が組織全体に活かされていない。 

③ 当町の参考となる事務処理手順の情報を収拾し、情報提供をす

すめるほか、必要に応じてマニュアル化をすすめる。 

・各課で作成した手引き、マニュアル等を収集した

ほか、他の自治体のマニュアルを収集した。 

・活用できる充分なマニュアル等が入手できなかっ

た。 

 

 

 

 

・国見町において活用できる内容かど

うかの検証が行えなかった。 

『Ｃ』 

・共有できる資料に出来なかった。 
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１-(1)-12  

事務事業の整理合理化 

＜総務課＞ 

① 事務事業の整理合理化を検討する上で調査要領を作成したが、

実施には至っていない。 

② 調査要領(案)が作成されただけで、調査する内容が決まってい

ない。また、整理合理化できる事務の洗い出しが必要となって

いる。 

③ 調査要領(案)を作成するとともに、可能なものから整理合理化

に取り組んでいく。 

・調査要領(案)を作成するとともに、可能なものから

整理合理化に取り組む予定であったが、事務事業

評価を実施する時期と重なったため、個別の調査

は見送った。 

・調査要領(案)の検討を行った。 

 

 

 

 

・個別に検討に、事務事業評価の手法

を活用することで推進を図ってい

く。 

『Ｃ』 

・当初予定した個別の検討ができなか

った。 

１-(1)-13  

広報紙の検討 

＜企画情報課＞ 

① 毎月 20 日発行。発行部数 3,400 部。14～26 頁程度。PDF(広報

専用ソフト)で作成。印刷製本を業者委託（頁単価契約）H19

頁単価 7,800 円。 

② 作業時間の短縮、経費の削減。 

③ 読む立場になり、親しみやすく、分かりやすい広報誌づくりに

努める。取材を頼める部分については、担当課に依頼し作業時

間の縮減を図ると共に、内製化により委託費の節減を図る。 

・4 月から紙面をリニューアルし、分かりやすい広

報紙づくりに努めた。具体的には、表紙を全面写

真に、ローマ字や横文字を極力使わず分かりやす

いタイトル等に変更を図った。また、広報専用ソ

フトとパソコンを入れ替え、作業の効率化及び時

間短縮を図った。 

・委託費は頁単価 7,800 円（Ｈ19）から 6,550 円（Ｈ

20）と大幅な減尐となり、年間約 230 千円の縮減

が図られた。取材を担当課に依頼し、編集作業の

効率化、時間短縮に努め超過勤務時間の縮減が図

られた。 

・編集作業が計画的に進み、予定どお

りの発行ができた。 

『Ｂ』 

・更なる作業の効率化、時間の縮減に

努めたい。 

・わかりやすい紙面づくりに努めた。 

 

１-(1)-14  

敬老会事業の見直し 

＜保健福祉課＞ 

高齢者向け施策についてはサービス低下になることは実施せずとの

方針が示された 

 

・20 年度実施状況を踏まえ 21 年度予算要求。 

 

・目標  30 パーセント削減 

（２、８７４千円を２，０００千円に） 

 
18 年度決

算 円 

19 年度決算 

円 

20 年度決

算 円 

21 年度予算 

2,843,905 2,936,865 2,994,483, 3,335,000 

増減円/% 92,960/3.3 57,618/2.0 340,517/11.4 

696,395 810,421 885,809 988,000 

増減円/% 114,026/16.4 75,388/9.3 

希望方式 

102,191/11.5 

 

備 考 

長寿記念写真(米寿) 

⑱３５ ⑲４３ ⑳４７ 

21-52 

 

 

・20 年度予算査定において高齢者向

け施策についてはサービス低下に

なることは当面実施せずとの方針

が示されたため検討保留事項とな

っている。 

『Ｄ』 

・２０年度の検証による 
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１-(1)-15  

敬老祝金支給事業の見直し 

＜保健福祉課＞ 

高齢者向け施策についてはサービス低下になることは実施せずとの

方針が示された 

・２０年度実施状況を踏まえ２１年度予算要求 

 

 

 
 

 84 歳以上

千円 

増 減 千

円/% 

99 歳以

上千円 

増減千

円/% 

18

年

度 

400 人

/4,000 

1 万円 

支給 

5 人 

/1,000 

20 万円

支給 

19

年

度 

85 歳以上 

359 人

/3,590 

△41 人 

△410 

7 人

/1,400 

2 人 

400 

20

年

度 

365 人

/3,650 

6 人  

60 

7 人

/1,400 

― 

21

年

度 

400 人

/4,000 

35 人

350 

13 人

/2,600 

6 人・

1,200 

・高齢者向け施策についてはサービス

低下になることは当面実施せずと

の方針が示されたため検討保留事

項となっている。 

『Ｄ』 

・２０年度の検証による 

１-(1)-16  

小学校の統廃合の検討 

＜学校教育課＞ 

① 児童数の減尐により、大木戸小学校では、平成１６年度より複

式学級となっており、小坂小学校では、平成２０年度より複式

学級となり、平成２４年度には、全学年において複式学級とな

る。また、大枝小学校も平成２３年度より複式学級となる見込

み。 

② 地域によって温度差はあるが、昨年実施した保護者懇談会、地

区懇談会において、統廃合を進める必要があるといった積極的

な意見はあまり聞かれなかった。保護者、地域に対する啓発が

必要である。 

③ 小学校の統廃合を視野に置いた推進計画の概要を説明するとと

もに、一定の理解を得る必要がある。 

・推進計画を策定（４月） 

・地区教育懇談会の開催（６月） 

・地区教育懇談会で説明に用いた資料の要約を各戸

に配布（７月） 

・教育懇談会の様子を広報８月号に掲載（８月） 

・小学校適正配置検討委員会設立準備（９月） 

・小学校適正配置検討委員会の設立（10 月） 

・小学校適正配置検討委員会の開催（10.12.2 月） 

・地区教育懇談会を開催し、小学校の統廃合を視野

に置いた推進計画の概要について説明をし、一定

の理解を得た上で、小学校適正配置検討委員会を

設置した。 

 

 

 

 

・計画どおり、地区教育懇談会、小学

校適正配置検討委員会の設置及び

開催をすることが出来、８月の答申

に向け協議が進められている。 

『Ｂ』 

・計画どおり、小学校適正配置検討委

員会等を開催することが出来た。 
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１-(1)-17  

子育て支援事業の見直し 

＜保健福祉課 

 ･学校教育課＞ 

① 家族化、子育て世代の所得の減、夫婦共稼ぎ世帯の増加。よっ

て、保育施設の需要増加。藤田保育所－定員８０名（最大可能

９４名）／９３名・未満児の利用増加傾向・待機者児童１７名。 

季節保育所－国の助成対象外施設。地元民生委員等が運営。社

協に委託し人件費町負担。町の管理責任不明確。幼稚園ー複数

年保育を実施したが特に４歳児の利用尐。季節保育所と入所条

件等重複競合。学童保育－藤田小学校(藤田子供クラブ)定員６

０名/６８名、大枝小（五十沢小の施設利用）。幼稚園では預り

保育実施。小坂、森江野、大木戸各小学校での対応必要。４年

から６年生についても今後対応必要。 

② 現状では待機児童解消、学童保育の施設増設は困難。 

③ 待機児童の解消、学童保育の改善のため、藤田保育所・季節保

育所・幼稚園これら３施設を活用を図るため今後のあり方につ

いて検討。 

・待機児童の解消、学童保育の改善のため、藤田保

育所・季節保育所・幼稚園これら３施設を活用を

図るため今後のあり方について検討。 

 

 

 

・待機児童の解消について 7月に保健

福祉課と教育委員会が協議し、9月

に｢幼稚園の 2 年保育については現

状のままの対応とする｣教育委員会

の見解が示された。教育委員会にお

いて４･５歳児の複数年保育を積極

的に進めるという方向が出れば、保

健福祉課、保育所が３歳児以下の保

育を担当し、懸案事項である待機児

童の解消に向けた取り組みを進め

ようとしたが、次の課題により実現

に至らず、引き続き、検討すること

となった。 

①平成 21 年度の藤田幼稚園の対

象児童は、大木戸地区を除いて

も４･５歳児が 115 名であり、

施設の面から全入は難しい状

況にある。 

②現在小学校の統廃合を検討し

ており、小学校の統廃合と併

せ、総合的に幼稚園のあり方の

検討と共に保護者のさらなる

理解を得る必要がある。 

・一方、学童保育の拡大に向けた取り

組みについては、森江野幼稚園内に

藤田小学校学区外を対象とした森

江野子どもクラブを 21 年度新設し

た。 

『Ｃ』 

・待機児童が解消できなかった。 

 

１-(2)- 1  

組織の再編と体制づくり 

＜総務課＞ 

① 推進本部では、平成 22 年度までの「組織機構見直し基本方針」、

「組織機構見直し方針の概要」が決定されている。 

② フラット型の組織へ転換するための「意思決定迅速化のための

手法」については実現できなかった。 

③ 国見町組織機構見直し基本方針により、継続的な見直しをすす

めていく。 

・国見町組織機構見直し基本方針により、継続的な

見直しをすすめていく。フラットな組織体制に向

けての検討を行った。事務事業評価を受けて、組

織上の問題点を議論し、事務の移管が行われた。 

・建設に係る事業を建設課に移管した。年金に係る

事務を国保係に移管した。 

・平成 20 年度の機構改革での課題を

整理した。フラット型組織に向けた

検討が進まなかった。 

『Ｂ』 

・継続的な見直しが行われた。 
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１-(2)- 2  

危機管理体制の確立 

＜総務課＞ 

① 行財政改革の組織替があり早急な組織体制の確立を要してい

る。 

② 防災訓練時の職員の対応（管理職のみで全職員の対応が必要） 

③ 早急に危機管理体制を確立する 

・組織の体制は５月に確立した。 

・本年は大きな災害が無く、気象警報による警戒配

備５回、地震による警戒配備１回に留まっている。 

・警戒配備は万全であった。 

 

・素早い警戒配備を敷くことができ

た。 

『Ｂ』 

・体制確立ができた。 

 

 

 

１-(2)- 3  

職員応援体制の整備 

＜総務課＞ 

① 平成 20 年度から係長以外は「課」の所属となった。 

② 組織人事の弾力化や柔軟な人事配置を行うための整備が必要と

なっている。 

③ 他の自治体の先進事例を調査し、整理する。 

・先進自治体の事例を調査し、訓令案を作成した。 

・訓令案を本部会議で検討したが、柔軟性ある対応

を行うため、訓令案の施行には至らなかった。 

・応援体制について本部会議で検討す

ることが出来た。 

『Ｂ』 

・当初計画どおりになった。 

 

 

１-(2)- 4  

プロジェクトチームの対応 

＜総務課＞ 

① 道の駅の検討など、個別に各課横断的にプロジェクトチームが

存在している。 

② チーム編成のための方法、基準等を定めた要綱等が作成されて

いない。また、多種多様な状況も想定されるため、基準づくり

の焦点が定めにくい。 

③ プロジェクトチームの編成、運営等に当たって、どのような問

題があるか調査する。 

・横断的な組織編成により、多角的・効率的な事務

処理の実施するため、先進自治体の情報を収集し

た。 

・本部会議で検討し、国見町庁内検討委員会の設置

及び運営に関する訓令が策定された。 

・重要事項について、プロジェクトチ

ームを編成するための根拠が整備

された。 

『Ｂ』 

・当初計画どおりになった。 

 

 

 

１-(2)- 5  

各種団体の見直し 

＜総務課＞ 

① さまざまな事情で町が事務局を担っている団体があり、団体ご

とに関与の度合もまちまちとなっている。 

② 町が事務局を担っている各種団体のリストがない。 

③ 町が事務局を担っている各種団体のリストアップ作業を行い、

比較検討する。 

・各種団体リストを作成した。 

 

・個別に検討ができなかった。 

『Ｃ』 

・当初予定した個別の検討ができなか

ったため。 

 

 

１-(3)- 1  

定員管理の適正化 

＜総務課＞ 

① 定員適正化計画の見直しの素案を作成中 

② 事務事業の見直しと併せ検討していく必要がある。 

③ 定員適正化計画の見直し案を基に計画を策定する。 

・事務事業の見直しと併せて検討していく必要があ 

り、見直しに至っていない。 

・国から新たな定員管理の評価分析方法が示された 

ので、その評価分析方法を検討しながら見直しを

進める必要がある。 

・定員適正化計画の見直しを行うに至

っていないが、集中改革プランにお

ける定員管理の適正化の削減目標

は達成した。 

『Ｂ』 

 

１-(3)- 2  

職員給与の適正化 

＜総務課＞ 

① 平成１９年度において、地方公務員の給与水準を表すラスパイ

レス指数が県内一であった。 

② 同 

③ 他自治体の給与体系を調査しながら、給与体系の見直しを図っ

ていく。 

・給料表の級によって１～３％の給料削減を行った 

結果、ラスパイレス指数が平成 19 年度の１０４．

１から平成２０年度は１０１．３となった。 

・他自治体の給与体系を調査するに至らなかった。 

 

・給与体系の見直し措置の暫定措置と

して給料を１～３％削減している。 

『Ｂ』 
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１-(3)- 3  

特殊勤務手当の見直し 

＜総務課＞ 

① 一部を除き特殊勤務手当の廃止の見直しについて職員組合と協

議を行ってきたが、協議が整わず平成２０年３月議会に、当分

の間全ての特殊勤務手当の支給を凍結する議案を提出し、可決

となった。 

② 職員組合と協議は行ってはいるものの合意は得られていない。 

③ 見直しのための協議を職員組合と行っていく。 

・見直しのための作業に至っていない。 

 

 

 

 

・見直しのための作業に至っていない

が、特殊勤務手当支給の凍結を継続

している。 

『Ｂ』 

 

 

 

１-(3)- 4  

時間外勤務手当の縮減 

＜総務課＞ 

① 時間外勤務の実施方法を徹底し、時間外勤務手当の縮減を図っ

ている。毎週水曜日を一斉退庁日と定め実施している。 

② 新規導入の事業があった職場では、時間外勤務が増加すること

になった。 

③ 時間外勤務の実施方法を徹底していく。毎週水曜日の一斉退庁

日の徹底。平成２０年度から職員の配置を課単位とし、柔軟に

課内の応援体制ができるようにした。 

・時間外勤務の実施方法を徹底するとともに、職員

を課に配置することで柔軟に課内の応援体制ができ

るようにした。 

 

 

 

 

・計画通りに実施した 

『Ｂ』 

 

 

 

 

 

 

１-(3)- 5  

給与等状況の公表 

＜総務課＞ 

① 毎年、給与等の状況を広報紙や町ホームページで公開している。 

② 特になし 

③ 公表を継続していくとともに、より内容がわかりやすいものと

なるようにしていく。 

・給与等の状況を広報紙と町ホームページで公開し

ている。 

 

 

 

・平成２０年度も給与等の状況を公開

している。 

『Ｂ』 

・継続的に公開をしている。 

１-(3)- 6  

職員の能力及び資質の向上 

＜総務課＞ 

① 自治研修センターの研修を中心に、計画的に職員の研修を実施

している。 

② 特になし 

③ 自治研修センターの研修を計画的に実施していく。講師を招い

ての全体的な研修を実施する。職員研修制度を確立し充実して

いく。 

・自治研修センターの研修は、ほぼ計画的に実施し

てきた。 

・職員研修制度は検討中である。 

 

 

 

 

・計画的に研修を実施した。 

『Ｂ』 

 

１-(3)- 7  

職員学習会等の開催 

＜総務課＞ 

① 実施目的、時期、対象、内容、参加意欲などの分析を行ってい

ないため学習会等の開催には至っていない。 

② 学習会の目的、あり方等の検討を行っていない。 

③ 学習会のあり方を検討し、実施する。 

・学習会の開催方法について検討したが、実施でき

なかった。 

・検討するにとどまり、実施できなかった。 

 

 

 

・独自の学習会の方法について検討で

きなかった。 

『Ｃ』 

・検討は進めたが、実施できなかった

ため。 

１-(3)- 8  

職員提案制度の導入 

＜総務課＞ 

① 職員提案制度のあり方について検討を行っていない。 

② 職員が事務改善について提案する手段がない 

③ 職員提案制度を検討し、実施する 

・職員提案制度に係る訓令を策定し施行した。７月

に「事務経費等の削減につながる提案」、「町の

収入につながる提案」を募集した。 

・現在のところ提案が寄せられていない。 

・訓令を策定することが出来た。しか

し募集の方法などを工夫すること

で提案制度を活性化する必要があ

る。 

『Ｂ』 

・計画通りに訓令を施行できた。 
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１-(3)- 9  

職員の町内会担当制 

＜総務課＞ 

① 職員の町内会担当制度は行われていない。どのような取組がで

きるか検討していない。 

② 制度として持続可能性があるかの検討がなされていない。 

③ 先進事例を調査し、町内会の意向を把握し、制度として実施す

べきかどうかを検討する。 

・先進事例を調査し、町内会の意向を把握し、制度

として実施すべきかどうかを検討した。 

・実施には至らなかった。 

・町内会長連絡協議会の役員に、町内

会担当制度について諮ったが、具体

的な話にはならなかった。 

『Ｃ』 

 

 

１-(3)-10  

人事評価制度の検討 

＜総務課＞ 

① 人事評価制度の検討に着手できていない。 

② 同上 

③ 他自治体の導入事例を調査・研究していく。 

・他自治体の実施事例の調査・研究に至っていない。 

・導入している自治体は尐ない。 

・ 調査・研究に至っていない。 

『Ｄ』 

 

 

１-(4)- 1  

庁舎における町民サービス環

境の整備 

＜総務課＞ 

① 平成１９年度予算により、庁舎１階の町民サービス窓口へのロ

ーカウンターの設置を行い、２０年度からの窓口業務のサービ

ス向上・効率化を図るための課の配置替えに対応した。 

② 真に窓口業務のサービスの向上が図られたのかどうか、２０年

度中に検証を行う必要がある。 

③ 逐次、来庁する町民の動線に配慮し、課等の再配置の必要性を

検証していく。更に、財政面で可能であればユニバーサルデザ

インに配慮した改修も検討していく。 

・ローカウンター設置窓口はサービス向上につなが

ったが、建物のスペース上ローカウンターの配置

がなされなかった窓口をどうするかが課題。 

・身障者用のトイレが東側にあり、現実には使用不

可の状況。町民ホールからスムーズに利用できる

配置が必要。 

・高齢者や身障者が２階に用事がある場合 EV がな

いため、移動に難がある。 

 

・現体制の中で、すべての窓口のロー

カウンター対応には無理がある。検

討が進まなかった。 

『Ｃ』 

・窓口配置については、行財政改革の

中で更に検討を要する。 

 

１-(4)- 2  

各種手続きの簡素化 

＜住民生活課＞ 

① 改正戸籍法の施行が５月１日からであり、今まで以上に本人確

認が厳格化するため、確認事務が増えてくる。 

② － 

③ 引き続き簡素化を検討していく。 

・住民異動届書、各種証明交付申請書等の記載項目

の省略化及び届出人が本人の場合の押印省略化に

ついて継続を図った。 

 

 

 

・申請人について、申請書についての

記入簡素化が図られた。 

・各種手続きの際における本人確認が

平成２０年５月より法令施行によ

り義務化されたため、窓口における

事務処理は、複雑となっている。 

『Ｂ』 

・各種手続きについては、計画通りの

簡素化が図られた。 

 

１-(4)- 3  

総合窓口の設置 

＜住民生活課＞ 

① ４月１日から実施。 

② － 

③ 更なる改善点の検討を進める。 

・総合窓口の取組みを行った。 

 

 

・お客様の動線に沿ったフロアの配置

の改善により、総合窓口の一定の改

善は図られ、各種手続きによりお客

様の移動によらず、担当職員の移動

による手続きが改善された。 

『Ｂ』 

・一定の改善が図られた。 
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１-(4)- 4  

自動交付機の普及促進 

＜住民生活課＞ 

① 町民カードは一定の普及をしている。（３,１９７枚） 

② － 

③ 引き続き町民カードの作製をＰＲしていく 

・窓口での町民カード交付申請についてＰＲに努め

た。 

・平成 20 年度町民カード交付枚数 75 枚（19 年度

交付枚数 185 枚） 

 

・自動交付機のシステム移行の期間が

平成２０年５月までかかったため、

利用できない期間が生じたため普

及に若干影響した。 

『Ｃ』 

・窓口での本人確認事務増加等の影響

があり、ＰＲが不足した。今後の普

及促進に努めたい。 

 

１-(4)- 5  

窓口利用機会の拡大の検討 

＜住民生活課＞ 

① 町民カードは一定の普及をしている。 

② － 

③ 引き続き町民カード交付の推進と、自動交付機利用推進を図っ

ていく。 

・町民カードと合わせ住民基本台帳カードの交付申

請の推進を図り、窓口利用の窓口利用の拡大に努

めた。 

・平成 20 年度住民基本台帳カード交付枚数 65 枚

（19 年度交付枚数 33 枚） 

 

・住民基本台帳カード利用の促進が図

られた。 

『Ａ』 

・昨年度の実績以上の交付枚数とな

り、利用促進が図られた。 

１-(4)- 6  

町民満足度の向上 

＜総務課＞ 

① 町ホームページに町内外からの意見を受ける意見箱を導入して

いる。 

② 窓口にアンケートなどはない 

③ 公共マーケティングの技法を検討し、戦略立案へ活かす検討を

実施する 

・町民から意見の出やすい方法を検討し、町民意見

箱を設置した。用紙は役場と観月台文化センター

に配置したほか、ホームページからもダウンロー

ド可能とした。 

・10 件の意見が寄せられた。 

 

 

・10 件の意見が寄せられたが、まだ

まだ町民に認知されていない。ま

た、ほとんどが同一人物のものによ

るため、広く町民の意見を聞けるシ

ステムになっていない。 

『Ｂ』 

・計画通り実施できた。 

 

１-(4)- 7  

電子申請・届出の推進 

＜企画情報課＞ 

① 県及び市町村共同で進めている「ふくしま共同電子申請システ

ム」の利用促進について、使いやすいシステム見直しについて、

各市町村とともに提言を行った。 

② 申請書だけ電子媒体で受付ができたとしても、それに付随する

添付書類や手数料支払方法等の問題のため利用拡大は困難であ

り、改善が必要。 

③ システム見直しや法改正(添付書類の電子的な取扱)など県に呼

びかけを行っていく。 

・現行ｼｽﾃﾑが平成 21 年 12 月末で終了となるため、

次期ｼｽﾃﾑ導入について各課に意向調査を実施。 

その結果、実績がないため、次期ｼｽﾃﾑに参加しない

ことにした。 

・(削減経費)△627,371 円 

 

 

 

 

・次期ｼｽﾃﾑを導入しないことが決まっ

た。 

・費用対効果から見ても、次期ｼｽﾃﾑ 

導入を見送ったことで、経費削減につ 

ながる。 

『Ｂ』 

１-(4)- 8  

公共施設予約システムの導入 

＜企画情報課＞ 

① スポーツ施設や公共施設の予約は申請書により行っている。空

き状況については、電話での問い合わせに応じている。 

② Web サーバー更新において検討されたが、導入と管理経費に約

1,000 万を要することからコスト的に折り合わない。 

③ 窓口での申請以外に、電話で空き状況を確認しﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上から

申請ができるシステムを検討する。 

・公共施設予約ｼｽﾃﾑ導入について検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公共施設予約ｼｽﾃﾑを導入しないこと

で、その分の経費削減につながっ

た。 

・公共施設予約ｼｽﾃﾑを利用したい町民

の方々には不便をかけるようにな

る。 

『Ｂ』 

・公共施設予約ｼｽﾃﾑを導入しないこと

が決定された。 
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２-(1)- 1  

特別会計操出金の適正化 

＜総務課＞ 

① 山長育英財産管理特別会計、給食センター特別会計、大木戸財

産区特別会計、入山財産区特別会計、藤田財産区特別会計、公

共下水道事業特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特

別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計への繰出し

がある。また、公立藤田病院組合への特別負担金、水道事業へ

の広域化事業分の出資金の支出もある。 

② 予算査定の段階で精査の上繰出基準以内に収まるよう努力して

いる。しかし、公共下水道事業特別会計では事業の終了時期が

見えてきたものの、繰出し基準以上の繰出しとなっているのに

加え、事業終了後も下水道使用料で公債費支出を賄えない状況

である。医療費に係るものは、町民の高齢化に伴い、更に繰出

金の増加が予想される。政策的に健康増進対策による疾病予

防・介護予防対策が重要となってくる。公立藤田病院組合への

特別負担金は継続される方向にあり、一層の経営改善が求めら

れる。水道事業における広域化事業出資金も平成２８年度まで

の計画があり、継続した支出が見込まれる。 

③ 当初予算額以内の繰出額、負担額となるよう抑制。また、２１

年度予算編成では、２０年度当初予算額以内に抑制努力 

①山長育英財産管理（⑳253⇒○21 251：△2） 

②給食センター（⑳42,129⇒○21 43,215：＋1,086） 

③大木戸財産区（⑳148⇒○21 125：△23） 

④入山財産区（⑳149⇒○21 158：＋9） 

⑤藤田財産区（⑳158⇒○21 179：＋21） 

⑥公共下水道（⑳81,624⇒○21 82,770：＋1,146） 

⑦老人保健（⑳8,249⇒○21 49：△8,200） 

⑧後期高齢者医療（⑳28,128⇒○21 32,036：＋3,908） 

⑨国民健康保険（⑳103,593⇒○21 95,440：△8,153） 

⑩介護保険（⑳143,669⇒○21 149,295：＋5,626） 

総じて 4,582 千円の減となったが、給食特会や公共

下水道において、緊縮予算としながらも負担金や使

用料収入で不足する財源が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

・老人保健は後期高齢者医療にシフト

し 22 年度に廃止予定であるが、医

療事業は高齢者の増加に伴い増加

傾向にある。また、山長育英及び各

財産区特会は自主財源の調達もま

まならず、財産区の解体・廃止も視

野に今後のあり方を検討すべき。 

『Ｂ』 

・結果して繰出金の増加した特別会計

があったが、予算査定の段階におい

て繰出金の適正化の面からは十分

に検討した結果である。 

 

２-(1)- 2  

地方公営企業の経営健全化 

＜上下水道課＞ 

① 第６次拡張計画により簡易水道の統合をはじめとした施設整備

に取り組んでいるところであり、平成１９年４月１日から公営

貝田簡易水道、そして民営７組合の内、５組合について統合完

了したところであるが、現在２組合については未統合となって

いる。福島地方水道用水供給企業団が平成１９年４月１日より

本格供給しており、現在、全体の約８０％を受水している。残

り２０％を自己水源で賄っている。また、昨年９月からの料金

改定によりＨ２０度の経営については黒字が見込まれる。 

② 残る２組合の統合について理解が得られていない。有収率が改

善していない。統合した旧簡易水道も含めた施設の老朽化。尐

子高齢化や人口減尐による給水収益の減尐。 

③ 専門業者による漏水調査の実施及び修繕・既存水源の活用。道

路改修等に併せた共同施工による老朽管布設替。簡易水道統合

の推進。滞納整理の推進維持。管理経費の一層の削減。事業評

価の実施 

・専門業者による漏水調査の実施及び修繕 

（９／１９～１２／１９） 

・既存水源の活用 （通年） 

・道路改修等に併せた共同施工による老朽管布設替 

・簡易水道統合推進（随時） 

・滞納整理の推進（通年） 

・維持管理経費の削減（通年） 

・事業評価の実施（１２／１９ 委員会開催） 

・有収率の向上 （Ｈ１９） ７０．８３％  

⇒（Ｈ２０見込）７７．７９％ 

・年間配水量の約２０％を賄った。 

・下水道事業に併せ源宗山地内の配水管の布設替を

行った。（Φ20 Ｌ＝50ｍ） 

・Ｈ１９度分９９．９％の収納率である。 

 

 

 

 

 

 

 

・夜間流量調査、戸別音聴調査、ヘ 

リウムガス調査に加え、新たに既設

消火栓を利用した路面の水圧分布

状況調査を取り入れ、効果的であっ

た。 

・２組合については、進捗していない。 

・有収率が向上した。 

・広域化事業についての事業評価を実 

施し今後の進め方について答申を

戴いた。 

『Ｂ』 

・経営健全化の面から見ると、Ｈ２０

度は２０，４００千円の当期純利益

が確保される見込みとなっており、

Ｈ１９の１２，４４８千円の単年度

純損失に比し経営的に向上してい

る。有収率も向上しており、総じて

ほぼ「計画どおりの進捗」と評価を

したい。 
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２-(1)- 3  

補助金等の見直し 

＜総務課＞ 

① ２０年度当初予算編成の段階において、廃止７件、新規１件の

整理をはかり、総件数で９９件となっている。また、額では１

９年度当初予算計上額 56,545 千円⇒２０年度当初予算計上額

52,686 千円（前年度比△3,859 千円）となっている。 

② 団体補助なのか事業補助なのか、町施策推進に必要な団体なの

か任意の団体なのか等、団体の予算執行状況・活動内容を十分

に精査の上、町の交付基準について検討を行う必要がある。 

③ ２１年度予算編成において、２０年度当初予算額以下に抑制す

る。 

・２１年度の予算編成において、補助金ごとの適否

を判断し、基本事項として、５０万円以下の補助

金については減額しないこととし、５０万円以上

でも町長が認める補助についてはそのつど判断す

ることとした。 

・廃止とした補助 6 件（2,404 千円減）、減額とした

補助 14 件（5,518 千円減） 

 

 

・予算査定の段階で減額に対する一定

の整理を行った。交付基準について

は課題として残った。 

・21 年度当初は、20 年度当初以内に

抑制する目標については達成した。 

『Ｂ』 

 

 

２-(1)- 4  

事務経費の更なる節減 

＜総務課＞ 

① 経常物件費のうち、コピー代、光熱水費、電話代、郵便料、消

耗品費、印刷製本費、燃料費、食糧費等について、20 年度当初

予算では 19年度当初に比較し総額で 976千円の減額となった。 

② 財政状況が年々厳しくなる中で、燃料費の高騰など市場の動向

に左右されるもの、総合行政システム導入に伴って新たに発生

する経費もあり、。年度途中での補正なしの方針を掲げると、一

律に削減とはいかない。 

③ 経常的な事務経費の抑制にも限界があるが、２１年度予算編成

に当たっては２０年度当初予算額以下の事務経費とし、２０年

度の予算執行についてもコスト意識をもって縮減に努めるよう

職員に啓発する。 

①コピー代（⑳5905⇒○21 6,000：＋95） 

②光熱水費（⑳46,763⇒○21 47,804：＋1,041） 

③電話代（⑳3,759⇒○21 3,699：△60） 

④郵便料（⑳5,312⇒○21 3,734：△1,578） 

⑤消耗品費（⑳29,661⇒○21 33,762：＋4,101） 

⑥印刷製本費（⑳13,247⇒○21 12,755：△492） 

⑦燃料費（⑳20,480⇒○21 16,740：△3,740） 

⑧食糧費（⑳2,789⇒○21 2,738：△51） 

・主な項目の当初予算比較は上記のとおり。査定段

階では精査を行い実情を考慮した結果となった。 

・年度内の補正は行わないこととしていたが、藤田

小耐震診断、税務システム改修、生活対策等の緊急

な取り組みのため、大幅な補正となった。 

 

・21 年度の物件費全体では、緊急雇

用対策、防災訓練、イントラ端末更

新、国土調査面積増等政策的要因に

より、前年度比 23,805 千円（4.6％）

増となった。 

・従前より、予算執行段階での支出票

の厳重なる確認を行い、事務経費の

増加につながらないよう配慮して

いる。この方針は今後も継続する。 

・補正を行わず当初予算以内の支出額

に抑制する目標は達成できなかっ

た。 

『Ｃ』 

 

２-(1)- 5  

文書発送の電子化 

＜総務課＞ 

① 公共団体への文書発送の電子化は定着しているものの、民間団

体及び個人への文書発送については機器等の環境整備の面から

なかなか進んでいない。 

② 文書発送の電子化は機器に依存することになり、環境整備に左

右される。 

③ 公共団体への文書発送の電子化はさらに進めるとともに、民間

団体及び個人に対しても積極的に電子化を推進していく。 

・電子文書を取り扱いやすくするための方法につい

て、各種の情報を取り寄せて検討したが、当町に

おいて、どのような手段が適切で効率的であるか

までの結論をだせなかった。基本的には環境整備

のために初期投資が必要な状況であるが、何らか

の工夫も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Ｃ』 

・積極的に取り組むために、全庁的に

推進する体制を整えることができ

なかった。 

 

 

 

 

① 議員控室に議員が利用できるパソコンを設置し、利用促進して

いる。 

② 現実的に使いこなすのは厳しいものがある。 

③ さらに促進する。 
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２-(2)- 1  

町税等の徴収率の向上 

＜税務課＞ 

①町税等収納率（平成２０年３月末現在） 

平成１９年度 平成１８年度 

 

対前年比 

95.8%(現年)                 

27.1%(滞繰)                  

95.4%(現年) 

21.3% (滞繰)  

現年+0.4 

滞繰+5.8 

②現年分については、税等の総額に占める割り合いの大きい(24.5%  

3/6)国保税の収納率が 96.0%と一番低く、全体の徴収率を引き下

げている。滞繰分については、ここ数年徴収率が微増ながら向上

しているが、滞納者の固定化がみられ徴収率を引き下げている。 

③費用対効果を念頭に置いた効率的な徴収事務及び業務の実施、財

産調査及び調査後の適切な差押の実施、国見町未収金対策特別委

員会対策班による徴収強化月間の取り組み 

・滞納処分、臨戸徴収の実施 

・納税思想の普及啓蒙 

・財産調査・差押・・・調査件数 1,727 件、差押件

数 231 件（差押額 11,965,361 円） 

・臨戸徴収・・・１０２件（うち実徴収２８件、徴

収額４５６千円） 

・作品展示・・・町文化祭、コラッセふくしま（税

を考える週間キャンペーン）、確定申告受付期間 

 

 

 

 

 

・景気低迷の中ではあるが現年度分の

徴収率は、国保を除き昨年度並みに落

ち着きそう。 

・臨戸徴収における費用対効果を考え

たとき費用のわりに実績が伴わない。 

『Ｂ』 

２-(2)- 2  

受益者負担の適正化 

＜総務課＞ 

① 財政検討部会において洗い出しした使用料又は手数料等３９項

目について、受益者負担の適正化の観点から、適正な単価であ

るのかの検討がなされていない。 

② 所管課で早急な検討を行うため、本部会議においてコスト算定、

行政と受益者負担の割合の明確化、利用者区分のための増減割

合の明確化、住民負担急騰の防止策、定期的な見直し実施、減

免対象範囲の標準化・適正化等を盛り込んだ「負担基準」の作

成が必要。 

③ 負担基準を検討・作成するとともに、所管課に見直し指示。 

・負担基準の検討・作成を行うこととしていたが、

至らなかった。 

・その後、各課に使用料・手数料の見直し指示、各

課で見直しを行う計画であったが、これも実行で

きなかった。 

 

 

 

 

 

・負担基準の検討作成・各課での使用

料・手数料の見直しも行わなかった。 

『Ｄ』 

 

 

 

 

２-(2)- 3  

町有財産の効率的活用 

＜総務課＞ 

① 町有財産｛普通財産（里道・水路等含む）｝の売払いは、本人申

請に基づき行っている。町有財産の運用方針は定めていない。 

② 里道・水路等に係るものは洗出し中であり、運用可能な財産の

台帳が整備されていない。 

③ 運用方針を策定するとともに、広報等によるＰＲを行い、有効

運用と処分可能財産の積極的な売払いを行う。 

・現在、町の所有する財産についてはほぼ把握して

おり、今後の売払いの推進が課題。 

・そのための運用方針策定には至らなかったが、町

有財産の売払いについては、町民の相談も含め随

時対応している。 

 

 

・運用方針策定、広報等によるＰＲ、

積極的な売払いには結びつかなか

ったが、申請・相談には随時対応し

た。 

『Ｃ』 

２-(2)- 4  

公の施設の管理経費の縮減 

＜総務課＞ 

① 各施設の老朽化に伴い、突発的な修繕や多額となる修繕が増加

してきており、財政面で対応に苦慮している。 

② 各施設においては具体的な維持管理計画を定めていないため、

突発的に起こる故障等に対応できない。早急に、各施設ごとの

維持管理計画の策定が必要。 

③ 各施設の維持管理経費の縮減と施設の長寿命化を図るべく、維

持管理計画策定基準を作成する。次年度以降に各施設個別の維

持管理計画を策定する。 

・老朽化しつつある各施設の管理経費の縮減、長寿

命化を図るための「維持管理計画策定基準」の検

討、作成には至らなかった。 

 

 

 

 

 

 

・老朽化しつつある各施設の管理経費

の縮減、長寿命化を図るための「維

持管理計画策定基準」の検討、作成

には至らなかった。 

『Ｄ』 
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２-(2)- 5  

企業広告の導入 

＜企画情報課＞ 

① 近隣町村、小規模町村での企業広告導入の実績がなく、広報紙

への広告掲載要望もない状況である。 

② 広報紙に広告を掲載する場合、公共性、客観性、掲載責任者及

び取扱の問題などが考えられる。 

③ 広告掲載要望がない状況及び諸問題があるので、今後、近隣町

村等の動きを見て検討していきたい。また、導入について、小

規模自治体である当町にはなじまないと考えられ、検討課題か

らの削除も考えられる。 

・小規模町村での広告導入の実績がなく、広く意見

聴取できなかった。広報紙への広告掲載要望もな

い状況である。川俣町では導入しているが、最近

は広告掲載依頼がない状態である。 

 

 

 

 

 

・広く広告導入調査ができなかった。

今後、近隣町村等の動きを見て進め

たい。 

『Ｃ』 

・広く意見聴取ができなかった。 

 

２-(3)- 1  

財政計画の策定 

＜総務課＞ 

① 平成１８年度において財政計画策定済み。その後、１９年度に

見直しを行っている。 

② 町の基本計画である「国見町振興計画」を根本から見直し、国

見町が今後取り組むべきことを精査・検討し盛り込むことが必

要。その上で、振興計画に沿った財政計画の策定をすべきであ

る。 

③ 財政状況は随時変動しており、現財政計画は、情勢や町政策を

加味したこまめな見直しをしていく。 

・１８年度に策定した財政計画について１９年度に

見直しを行い、更に、２０年度において、再度、

県の支援を受けた「財政計画」を作成した。 

 

 

 

 

 

 

・再度、財政計画を作成したことに伴

い、直近の政策を反映し２０年度か

ら２４年度までを網羅した内容と

なっており、財政計画沿った財政運

営を行うことができる。 

『Ｂ』 

 

２-(3)- 2  

予算編成手法の見直し 

＜総務課＞ 

① 普通交付税や各譲与税及び交付金等の一般財源が大きく落ち込

んできており、従来の事業を継続する前提での見積額の積み上

げによる予算要求方式では、予算編成段階での収支のバランス

が図れず、不足財源を財政調整基金等に頼らざるを得ない。 

② 補助金の打ち切りになった事業、役割の終了した事業の見直し

を徹底して行うことはもちろんのこと、町振興計画に計上され

ていない事業について予算付けをしない方針で臨まなければな

らない。 

③ そのためにも、根本から町振興計画を見直すべき。見込まれる

一般財源を基本とした、財政調整基金による財源調整のない予

算配分方式の予算編成を目指す。 

・２１年度当初予算編成に当たっては、予算編成方

針の中で、歳出における款の見積総額を、前年度

当初予算の９５％以内となるよう通知し、実質的

な枞配分とした。 

・その結果、財政調整基金を取り崩さない予算の編

成を目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

・予算配分方式の予算編成手法の調

査・検討が目標であったが、一歩進

んで、実質枞配分の予算編成を行っ

た。 

・見積担当者に、意図が理解されなか

ったため、財政調整基金を取り崩さ

ない予算とはならなかったが、取り

組みとしては一歩進んだ。 

『Ｂ』 

 

２-(3)- 3  

効果的な財源配分 

＜総務課＞ 

① 事業の重要性・緊急性を考慮し、限られた財源の効果的・効率

的配分を行っている。 

② 普通交付税や各譲与税、各種交付金等の一般財源総額が大きく

落ち込んできており、各種事業に充当する一般財源が不足して

いる。補助金の打ち切りとなったものや役割の終了した町単独

事業について、財源の効果的配分の面からも大幅な見直しが必

要ではないか。 

③ 継続して、事業の重要性・緊急性を総合的に検証し、限られた

財源の効果的・効率的な配分による財政運営に努める。 

・国・県補助金、起債、交付税措置等の財源のない

事業については極力抑制を行った。政策的な支出

や義務的経費（公債費・扶助費）等の抑制できな

い事業も増加傾向にあり、１９年度・２０年度に

続き、不足財源を財政調整基金の取崩しで賄う厳

しい予算となった。 

 

 

 

 

・結果して、厳しい予算編成ではあっ

たが、限られた財源の中では、効果

的・重点的な財源配分となった。 

・継続して事業の重要性・緊急性を総

合的に勘案し、限られた財源の効果

的効率的な配分に努める。 

『Ｂ』 
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２-(4)- 1  

コスト縮減対策の推進 

＜建設課＞ 

① 施工時期、内容等事業計画を調整し集中工事としたり、再生材

やコンクリート二次製品を使用することでコストを抑えた。耐

久材や工場生産品の利用に努め、将来的な維持管理コストの低

減を図った。 

② 「行政コスト削減に関する取組方針」が閣議決定されており、

公共工事についてもコスト縮減の推進を図るためコスト縮減行

動計画の策定が急務となっている。 

③ 実務的に設計、施工段階で取組可能なものについては実施して

おり、町に沿った上記行動計画を策定する。 

・縮減計画の検討を行い、素案の作成・調整さらに

は縮減行動計画を作成するまでに至った。 

・作成の段階から各職員が「コスト」に対し意識の

変容を図ることができ、設計時においても積極的

に取り組んできた。 

 

 

 

 

 

・建設資材の再利用、再生材使用等に

より建設コストを抑えることがで

きた。 

『Ｂ』 

・計画策定を完了することができ、既

に実践されている。 

・周知を徹底する必要がある。 

 

 

 

 

２-(4)- 2  

入札及び契約の透明性確保 

＜総務課＞ 

①「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

（H12.11.27）に基づき、「国見町公共工事等に係る入札結果の公

表に関する要綱」（H19.1.4 施行）を定め、入札結果等について町

のホームページに掲載を行うなどの対策をとっている。 

②「国見町公共工事等に係る入札結果の公表に関する要綱」

（H19.1.4 施行）では、法律どおり予定価格が２５０万円以上の

ものに限って公表を行っているため、それより尐額の入札事例に

ついては公表されていない。 

③引き続き公表を継続するとともに、公表額の引下げ（入札要件価

格：工事等１３０万円、委託等５０万円）を検討する。 

・入札及び契約の透明性確保の点から、平成２０年

１０月２４日に「国見町公共工事等に係る入札結

果の公表に関する要綱」の改正を行い、入札結果

の公表限度額の引き下げを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・２５０万円以上公表としていた要件

を、工事等については入札要件の１

３０万円以上、委託等についても同

様に５０万円以上とした。 

・要綱改正後直ちに該当する工事等に

ついて公表をおこなった。 

『Ｂ』 

 

 

３-(1)- 1  

情報の積極的な公開 

＜総務課＞ 

① 広報、町ホームページ等を利用し情報を公開している。 

② 公開のための基準と方法について、より明確に整備を図ってい

く必要がある。 

③ 他自治体の状況を調査し、情報公開の制度や規準等の整備を図

る。 

・町から住民に対する情報は、いかに小さいもので

も迅速かつ適確に提供することが大切である。 

・情報公開については、受付処理の手順についてま

とめた程度で終わった。 

 

 

 

・町のホームページ・広報誌等で情報

を公開し、情報公開の受付マニュア

ルを作成した。 

『Ｂ』 

３-(1)- 2  

町ホームページの充実 

＜企画情報課＞ 

 

 

 

 

 

 

＜議会事務局＞ 

① 生活に欠かせない情報の提供など、インターネット利用者が必

要とする新鮮な情報を常時提供するとともに、多様なニーズに

対応できる利便性の高いサービスを提供する。各課ごとにホー

ムページの更新を行うことにより即時的、かつきめ細やかな情

報提供を行い、市民参加型行政の構築を目指す。 

② 現在利用されていない、コミュニティベースの有効活用を図る。 

③ 19 年度にリニューアルを予定していたが、今年度のホスティン

グサーバ移行時に合わせ、全面改訂を検討している。 

・ｻｰﾊﾞｰ機の更新に伴い、ｼｽﾃﾑの全面改訂と合わせﾎｰ

ﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙを行ってきたが、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは各課

をまたがる内容であり、各課協力によりﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

の内容修正等行ったが予想以上に時間がかかり、

今年度ｵｰﾌﾟﾝに間に合わなかった。 

・しかし、21 年度 7 月中にはｵｰﾌﾟﾝできる予定であ

ります。 

 

 

 

 

 

 

・前回と比べ利用しやすいﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

に仕上がった。 

・計画通りにｵｰﾌﾟﾝできなかった。 

『Ｂ』 

・計画より作業工程が遅れてしまいま

したが、その分内容の充実したﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞに仕上がった。 

 

 
① 議会の情報をいち早くホームページに掲載している。 

② 会議録が検索できない。 

③ 本年度中には実施する。 
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３-(1)- 3  

情報公開コーナーの設置 

＜総務課＞ 

① 役場庁舎の町民ホールの一角に各種情報誌等を置き、来客者へ

の情報提供を行っている。 

② 役場庁舎に設置したコーナーは非常に狭小である。 

③ 役場庁舎の設置コーナーの改善と庁舎以外のコーナーを検討し

ていく。 

・役場庁舎にパンフレット棚を設置したことで、多

くのチラシ等について町民の目に触れる機会を設

けることができた。庁舎外の情報公開コーナーを

設置するまでには至らなかった。 

 

 

・ＪＲ駅に情報コーナーを設置できな

かったが、観月台文化センターには

広報誌を置くスペースを確保した。 

『Ｂ』 

３-(1)- 4  

町長交際費の公開 

＜総務課＞ 

① 平成１７年度に町長交際費の見直しを実施し、平成１８年度か

ら町長交際費の支出状況を町ホームページで公開している。 

② 公開しているのは、町ホームページだけである。 

③ 公開方法は町ホームページだけでなく広報紙にも掲載を検討し

ていく。交際費を支出している議会議長、教育長についても公

開を実現していく。 

・平成１８年度から継続的に町ホームページで公開

している。 

 

 

 

 

 

・町ホームページで継続的に公開して

いる。 

『Ｂ』 

・議会議長、教育長の交際費について

も公開を検討していく。 

 

３-(1)- 5  

出前講座の開催 

＜総務課＞ 

① 生涯学習課が実施している歴史教室は好評で継続中だが、町全

体を網羅する「まちづくり」に係る出前講座は開催されていな

い。 

② 要綱が未整備である。 

③ 要綱を制定し、周知を図るとともに要望に応じて積極的に開催

する 

・「まちづくり出前講座」として要綱を制定し、周知

を図った。各課からは 33 のメニューを作成し、町

民に募集した。現在まで２件の申し込みがあり、

それぞれ実施した。 

・「いかそう健(検)診、防ごう生活習慣病」と「裁判

員制度について」に開講の申し込みがあり、延べ

145 人が聴講した。 

・まだ始まったばかりで、広く認知さ

れていないため、周知を続ける。 

『Ｂ』 

・計画通りに実施できた。 

３-(2)- 1  

協働のまちづくり推進基本計

画の策定 

＜住民生活課＞ 

① 調査段階で検討に至っていない 

② 同上 

③ 協働まちづくり推進基本計画の策定に向けて調査検討を行う 

・先進自治体の状況調査 

・先進自治体の状況調査等ができなかった。 

・総務課が協働のまちづくりである

「御意見箱」「まちづくり出前講座」

を実施している。 

『Ｄ』 

・推進基本計画は策定していない。 

 

３-(2)- 2  

協働推進体制の確立 

＜住民生活課＞ 

① 行革本部において協働のまちづくりを推進する組織体制を検討

し平成２０年度から施行する 

② 特になし 

③ 協働推進を支援していく 

・協働推進の支援 

・総務課主体で協働のまちづくりである「御意見箱」

「まちづくり出前講座」を実施している。 

 

 

・町全体で推進を支援している。 

『Ｂ』 

・体制確立ができた。 

３-(2)- 3  

パブリックコメント制度の導

入 

＜企画情報課＞ 

① パブリックコメントとは、行政が施策などについて意思決定を

行う前に、広く町民のみなさんからの意見を集め意思決定に反

映させることを目的とした制度であるが、現在導入が進んでい

ない状態である。 

② 現状においては、パブリックコメントそのものが町全体に浸透

しているとは言い難い。また町としての統一的な要綱の制定も

課題となる。 

③ パブリックコメント手続に関する要綱が整備された後、ホーム

ページを活用し「道の駅」など重要課題、町民の関心の高いも

のについて広く意見を求めることができるシステム構築を検討

する。 

・導入した先進自治体の詳細調査ができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査結果に基づく要綱作成に至らな

かった。 

『Ｃ』 
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３-(2)- 4  

各種審議会等の見直し 

＜総務課＞ 

① 全部で 40 あまりの審議会等が設置されている。 

② 法令に基づき設置されるもののほか、要綱による任意設置のも

のもあり、審議会等の活用について検討が必要となっている。 

③ 平成 18 年度に報告された「協働のまちづくり検討部会」での

報告をもとに審議会等の方針を検討する 

・平成 18 年度に報告された「協働のまちづくり検討

部会」での報告に基づく個別検討ができなかった。 

 

 

 

 

・全庁的な検討に至らなかった。 

『Ｃ』 

３-(2)- 5  

町民と町長のまちづくりトー

クの開催 

＜総務課＞ 

①「まちづくり懇談会」は開催されているものの、町民と町長の直

接対話については開催されていない 

②町長と町民が直接対話する機会が限られている。 

③出前講座の開催とともに、積極的に開催する。 

・「まちづくり出前講座」の要綱に「出前町長室」と

いうメニューを設定し、「まちづくり出前講座」の

メニューの一つとして周知した。 

・「出前町長室」への申し込みはなかった。 

 

 

 

・まだ始まったばかりで、広く認知さ

れていないため、周知を続ける。 

『Ｂ』 

・申し込みがなかったので開催には至

らなかったが、当初の計画通りにメ

ニューを設定できた。 

３-(2)- 6  

町民アンケートシステムの構

築 

＜企画情報課＞ 

① 各種計画策定などにおいて、町民アンケートは行われいてるが、

ホームページを利用したシステムは構築されていない。 

② 町内会を経由しての配付、回収作業は多大な労力を必要とし、

郵送による場合は更に経費が増大する。町民ニーズを軽易・迅

速かつ的確に捉えるための「町民アンケートシステム」は不可

欠な要素であるが、例えホームページを活用したとしても、新

たなシステム構築が必要であり、町民全体を対象にする新たな

方策は見出せないのが現状である。 

③ ホームページを活用し「道の駅」など重要課題、町民の関心の

高いものについて広く意見を求めることができるシステム構築

を検討する。 

・町民ｱﾝｹｰﾄｼｽﾃﾑを構築し、情報通信に関するｱﾝｹｰﾄ

調査を今年１月に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・初の試みとなった、ｱﾝｹｰﾄｼｽﾃﾑだが

ｼｽﾃﾑの不具合も無く予想以上に多

くの方に利用して頂いた。 

・ＰＲの仕方によっては、利用頻度が

向上する余地がある。 

『Ａ』 

・ｼｽﾃﾑの不具合も無く予想以上に多く

の方に利用して頂いた。 

 

 

 

３-(2)- 7  

町内会等自主活動の活性化 

＜住民生活課＞ 

① 町内会に対して自主活動の調査を行い、内容について役員会で

意見交換を行っている 

② 行政に対して求めている点が不明 

③ 町内会等が自発的に活動していくよう支援する 

・町内会が自発的に活動するための支援。 

・自主防災会設立説明会とともに自主活動の活性化

を進める。 

・各町内会で住民自らの地域づくりとして年間計画

に趣向を凝らした行事を掲げている。（防災訓練反

省会、敬老会での高齢者調査、危険箇所の点検、

ゴミ収集所の改良等） 

 

・各町内会で住民自らの地域づくりの

意識が向上した。 

『Ｂ』 

・町内会等自主活動の活性化が計られ

た 

 

３-(2)- 8  

住民自治組織による地域づく

り 

＜住民生活課＞ 

① 町内会長協議会で先進地視察の事例をまとめ検討した 

② １地域の規模が１町内会あたり５０世帯以上でないと新たな事

業の展開が困難 

③ 住民自らの地域づくりに必要なものを検討し、町が支援するも

のを整備する 

・住民自らの地域づくりとして町が支援。 

・町内会長連絡協議会による先進地（栃木県市貝町）

視察等で地域づくり等を研修。 

 

 

・町として具体的支援が整備できな

い。 

『Ｃ』 

３-(2)- 9  

自主防災組織の設置 

＜住民生活課＞ 

① 設置予定地区の町内会役員で、自主防災組織は各町内会単位で

設置すると決定した。 

② 特になし 

③ ５月～６月に向けて大枝､大木戸地区の町内会で組織設置を行

う。小坂地区の防災訓練後に小坂地区町内会で組織設置を行う。 

・各町内会で自主防災会を設置するための説明会を

地区毎に行った。 

・平成２１年４月１日から各町内会で一斉に自主防

災会を立ち上げる予定。 

 

・設立説明会等で住民の防災に対する

意識が変わり防災啓発ができた。 

『Ｂ』 

・全町内会(64 町内会)で組織済み 

 

 


